
参考資料１－５   

 - 1 - 

 
宇宙開発利用専門調査会の設置等について 

 
 

平成 13年 10月 30日 
総合科学技術会議決定 

 
１．総合科学技術会議令第２条第１項に基づき、総合科学技術
会議に宇宙開発利用専門調査会を設置する。 
宇宙開発利用専門調査会は、我が国宇宙産業の国際競争力
の強化を図るとともに、宇宙の利用を通じて国民生活の質の
向上等に資するため、今後の宇宙開発利用に対する取組みの
基本等について調査・検討を行う。 

 
２．総合科学技術会議令第１条第１項に基づき、総合科学技術
会議に、宇宙開発利用に関して調査・検討を行う専門委員を
置くことにつき内閣総理大臣に意見具申する。 

 


